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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保

険
証
利
用
と
は
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
医
療
機

関
や
薬
局
で
健
康
保
険
証
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

利
用
の
際
は
、
顔
認
証
付
き
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ー
で
受
付
を
行
い
ま
す
。

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
利

用
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も

正
確
な
本
人
確
認
や
過
去
の
医
療

情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
取
得
な

ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
よ
り
良
い

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
り
良
い
医
療
と
は
？

　

薬
剤
情
報
な
ど
の
提
供
に
同
意

を
す
る
と
、
お
薬
手
帳
を
提
示
い
た

だ
く
こ
と
な
く
過
去
に
処
方
さ
れ
た

お
薬
や
特
定
健
診
な
ど
の
情
報
を

初
診
の
場
合
で
も
医
師
や
薬
剤
師

な
ど
に
ス
ム
ー
ズ
に
共
有
で
き
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
申
請
が
不
要
に
な

り
ま
す

　

高
額
な
医
療
費
が
発
生
す
る
場

合
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

保
険
証
な
ど
と
し
て
使
う
こ
と
で
、

ご
自
身
で
高
額
な
医
療
費
の一
時
支

払
い
や
、
限
度
額
適
用
認
定
証

（※）

の
申
請
手
続
き
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

※
限
度
額
適
用
認
定
証
と
は
、
窓

口
で
の
支
払
い
が
高
額
に
な
る
場
合

に
、
自
己
負
担
額
を
所
得
な
ど
に
応

じ
た
限
度
額
に
す
る
た
め
に
医
療
機

関
に
提
出
す
る
証
類
の
こ
と
で
す
。

医
療
保
険
の
資
格
確
認
が
ス
ム
ー

ズ
に
な
り
ま
す

　

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
で

本
人
確
認
す
れ
ば
、
ス
ム
ー
ズ
に
医

療
保
険
の
資
格
確
認
が
で
き
、
医

療
機
関
や
薬
局
の
受
付
に
お
け
る
事

務
処
理
の
効
率
化
が
期
待
で
き
ま

す
。

保
険
証
の
切
り
替
え
が
簡
素
化
さ

れ
ま
す

　

転
職
や
引
っ
越
し
な
ど
、
新
し
い

健
康
保
険
証
の
発
行
を
待
た
ず
に
、

保
険
者
で
の
手
続
き
が
完
了
次
第
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
医
療
機
関

や
薬
局
を
利
用
で
き
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
医
療
費
控
除
が
よ

り
簡
単
に
な
り
ま
す

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
医
療
費
通
知

情
報
が
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

医
療
機
関
や
薬
局
の
窓
口
で
支

払
っ
た
医
療
費
情
報
を
閲
覧
で
き
ま

す
。

　

年
間
の
医
療
費
総
額
が一
目
で
分

か
る
た
め
、
医
療
費
控
除
の
対
象
と

な
る
か
ど
う
か
領
収
書
を
計
算
す
る

手
間
が
省
け
ま
す
。
ま
た
、
記
録

さ
れ
た
医
療
費
は
国
税
庁
の
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
ｅ‐Ｔ

ａｘ
と
連
携
さ
せ
る
こ
と
で
デ
ー
タ
の

自
動
入
力
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
記

録
さ
れ
る
の
は
健
康
保
険
適
用
の
医

療
費
の
み
で
す
。

現
在
の
健
康
保
険
証
は
い
つ
ま
で

使
え
ま
す
か
？

　

健
康
保
険
証
は
12
月
２
日
以
降
、

新
規
に
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
発
行
済

み
の
健
康
保
険
証
に
つ
い
て
は
、
最

長
１
年
間
、
従
来
通
り
使
用
で
き

る
よ
う
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保

有
し
て
い
な
い
方
も
医
療
機
関
で
保

険
診
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
保
険

者
か
ら
資
格
確
認
書
が
発
行
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
資
格
確
認
書
の
有

効
期
間
は
最
長
で
５
年
間
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証

と
し
て
使
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
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